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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

当社及び当社の連結子会社であるMitsubishi Nuclear Energy System, Inc.（以下、「当社等」という。）は、米国

で仲裁を申し立てられたので、平成25年10月17日、金融商品取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第６号及び第14号に基づき、臨時報告書を提出した。

その後、当該仲裁における当事者の追加及び損害賠償請求金額の確定等が生じたため、平成27年10月26日、金融商品

取引法第24条の５第４項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号及び第14号に基づき、臨時報

告書を提出した。

なお、平成27年10月26日付で提出した臨時報告書は、平成25年10月17日付で金融商品取引法第24条の５第４項並びに

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号及び第14号に基づき提出した臨時報告書の内容を訂正するも

のであったが、同臨時報告書の公衆縦覧期間が既に経過していたため、改めて臨時報告書として提出したものであ

る。

今般、当該仲裁における損害賠償請求金額が変更されたため、金融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき、臨

時報告書の訂正報告書を提出するものである。

 

 

２【訂正事項】

２　報告内容

(4）当該仲裁の内容及び損害賠償請求金額

②損害賠償請求金額

 

３【訂正内容】

訂正箇所は　　（下線）を付して表示している。

 

（訂正前）

(4）当該仲裁の内容及び損害賠償請求金額

②損害賠償請求金額

75.7億米ドル

 

（訂正後）

(4）当該仲裁の内容及び損害賠償請求金額

②損害賠償請求金額

66.67億米ドル

 

以　上
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